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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
映像信号をコピー制御信号と共に映像データとして記録媒体に格納する手段と、
前記記録媒体に格納された映像データを再生する再生手段と、
前記映像データ内の指定された画像を縮小し、前記記録媒体に格納する手段とを具備し、
前記コピー制御信号により一世代のみのコピーが許可されている映像に対しては、前記格
納手段による前記縮小画像の格納を禁止することを特徴とする録画再生装置。
【請求項２】
映像内の指定された画像が格納されている位置を示す位置情報を格納する手段を更に具備
し、前記コピー制御信号により一世代のみのコピーが許可されている映像に対しては、前
記位置情報格納手段が該位置情報を前記記録媒体に格納することを特徴とする請求項１記
載の録画再生装置。
【請求項３】
前記コピー制御信号により一世代のみのコピーが許可されている映像に対しては、縮小画
像は格納しないということを表示する表示手段を更に具備することを特徴とする請求項１
記載の録画再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像データ内の指定された画像を縮小し、サムネイル画像として記録媒体に格
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納する機能を具備する録画再生装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
磁気ディスク装置等のランダムアクセスが容易な媒体を利用した録画再生装置では、再生
時に便利なように、再生期間の中の数カ所の場面を縮小して画面に表示する所謂サムネイ
ル表示機能が実現されている。このような装置は、予め縮小画像を作成しサムネイル画像
として記録媒体上やメモリに格納しておき、サムネイル表示時にはこの格納された縮小画
像を用いることで、縮小画像を短時間で表示することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近時、著作権者の要求により、例えば放送された映像は一世代のみの録画を許
可するという制限が設けられるようになってきた。この場合、一度磁気ディスク装置等の
記録媒体上に記録された映像から、上記縮小画像を作成しこれを記録媒体上に記録すると
、記録された縮小画像は二世代目であると解釈することも可能であり、一世代のみの録画
を許可するという制限に反する恐れがあった。
【０００４】
従って本発明はコピー回数に制限のない「コピーフリー」のソースを録画した場合は、短
時間で縮小画像を表示し、一世代のみの録画が許可されている「一世代コピー可」のソー
スを録画した場合は、コピー制限に触れずにサムネイル機能を実現できる録画再生装置を
提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明の録画再生装置は、映像信号をコピー制御信号と共に映
像データとして記録媒体に格納する手段と、前記記録媒体に格納された映像データを再生
する再生手段と、前記映像データ内の指定された画像を縮小し、前記記録媒体に格納する
手段とを具備し、前記コピー制御信号により一世代のみのコピーが許可されている映像に
対しては、前記縮小画像を格納しない。前記コピー制御信号により一世代のみコピーが許
可されている映像に対しては、該位置情報を前記記録媒体に格納する
すなわち本発明では、「コピーフリー」のソースを録画した場合は、縮小画像を予め作成
し、表示時にはそれを用いて高速に表示する。一方、「一世代コピー可」のソースを録画
した場合、その縮小画像は作成（保存）しないことで、「コピー制限違反」となることを
回避するものである。ただし、「一世代コピー可」のソースを録画した場合でも、映像の
中でサムネイル画像となる元画像が保存されている位置を示すポインタを保存することで
、サムネイル表示機能は実現する。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【０００７】
図１は本発明が適用される録画再生装置の構成を示すブロック図である。この録画再生装
置は、ハーディスクドライブ装置２０と、ビデオファイルを構築できる情報記憶媒体であ
る光ディスク１０を回転駆動し、この光ディスク１０に対して情報の読み書きを実行する
ディスクドライブ３５と、録画側を構成するエンコーダ部５０と、再生側を構成するデコ
ーダ部６０と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック３０とを、主た
る構成要素としている。
【０００８】
エンコーダ部５０は、ＡＤＣ（アナログデジタルコンバータ）５２と、Ｖ(ビデオ)エンコ
ーダと、Ａ（オーディオ）エンコーダと、ＳＰ（副映像）エンコーダを含むエンコーダ群
５３と、各エンコーダの出力を所定のフォーマットにするフォーマッタ５６と、バッファ
メモリ５７とを備えている。
【０００９】
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ＡＤＣ５２には、ＡＶ入力部４２からの外部アナログビデオ信号＋外部アナログオーディ
オ信号、あるいはＴＶ（テレビジョン）チューナ４４からのアナログＴＶ信号＋アナログ
音声信号が入力される。
【００１０】
Ｖエンコーダは、入力されたデジタルビデオ信号を、ＭＰＥＧ２またはＭＰＥＧ１規格に
基づいて、可変ビットレートで圧縮されたデジタル信号に変換する機能を持つ。また、Ａ
エンコーダは、入力されたデジタルオーディオ信号を、ＭＰＥＧまたはＡＣ－３規格に基
づいて、固定ビットレートで圧縮されたデジタル信号またはリニアＰＣＭのデジタル信号
に変換する機能を持つ。
【００１１】
副映像情報がＡＶ入力部４２から入力された場合（例えば副映像信号の独立出力端子付Ｄ
ＶＤビデオプレーヤからの信号）、あるいはこのようなデータ構成のＤＶＤビデオ信号が
放送され、それがＴＶチューナ４４で受信された場合は、ＤＶＤビデオ信号中の副映像信
号（副映像パック）が、ＳＰエンコーダに入力される。ＳＰエンコーダに入力された副映
像信号は、所定の信号形態にアレンジされて、フォーマッタ５６に送られる。
【００１２】
フォーマッタ５６は、バッファメモリ５７をワークエリアとして使用しながら、入力され
たビデオ信号、オーディオ信号、副映像信号等に対して所定の信号処理を行なうことによ
り、ＤＶＤの所定フォーマット（ファイル構造）に合致した記録データをデータプロセッ
サ３６に出力する。
【００１３】
ここで本装置は、Ａ／Ｖ入力部４２又はＴＶチューナ４４から入力されエンコーダ部５０
でエンコードされた情報及び作成された管理情報を、データプロセッサ３６を介してハー
ドディスク装置２０に供給し、ハードディスクに記録することができる。またハードディ
スクに記録された情報を、データプロセッサ３６、ディスクドライブ３５を介して光ディ
スク１０に記録することもできる。さらに、Ａ／Ｖ入力部４２又はＴＶチューナ４４から
入力されエンコーダ部５０でエンコードされた情報及び作成された管理情報をデータプロ
セッサ３６、ディスクドライブ３５を介して、光ディスク１０に記録することもできる。
また光ディスク１０に記録された情報をディスクドライブ３５、データプロセッサ３６を
介してハードディスク装置２０に記録することができる。
【００１４】
また、本発明は、ハードディスク装置２０のハードディスクに記録されている情報が、光
ディスク１０のデータフォーマットと同じである場合、ハードディスクの情報を光ディス
クにエンコード処理無く記録することができる。
【００１５】
またハードディスク装置２０のハードディスクに記録されている情報が、光ディスク１０
のデータフォーマットと異なる場合は、ハードディスクから読み出した情報をエンコーダ
部５０でエンコードする。そしてエンコードされた情報を光ディスク１０に記録すること
ができる。
【００１６】
光ディスク１０に対して、情報の読み書き（録画及び／または再生）を実行する部分とし
ては、光学系、駆動系を有するディスクドライブ３５と、データプロセッサ３６と、一時
記憶部３７と、ＳＴＣ（システムタイムカウンターまたはシステムタイムクロック）３８
とを備えている。
【００１７】
一時記憶部３７は、データプロセッサ３６、ディスクドライブ３５介して光ディスク１０
に書き込まれるデータ（エンコーダ部５０から出力されるデータ）のうちの一定量分をバ
ッファリングしたり、ディスクドライブ３５、データプロセッサ３６を介して光ディスク
１０から再生されたデータ（デコーダ部６０に入力されるデータ）のうちの一定量分をバ
ッファリングするのに利用される。ディスクドライブ３５は、光ディスクに対する回転制
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御系、レーザ駆動系、光学系などを有する。
【００１８】
データプロセッサ３６は、マイクロコンピュータブロック３０の制御にしたがって、エン
コーダ部５０から出力されたＤＶＤ記録データをディスクドライブ３５に供給したり、光
ディスク１０から再生したＤＶＤ再生信号をディスクドライブ３５から取り込んだり、光
ディスク１０に記録された管理情報を書き替えたり、光ディスク１０に記録されたデータ
（ファイルあるいはビデオオブジェクト）の削除をしたりする。
【００１９】
マイクロコンピュータブロック３０は、ＭＰＵ（マイクロプロセシングユニット）、また
はＣＰＵ（セントラルプロセシングユニット）と、本発明による処理を含むシステム制御
プログラム等が書き込まれたＲＯＭと、プログラム実行に必要なワークエリアを提供する
ためのＲＡＭとを含んでいる。
【００２０】
マイクロコンピュータブロック３０のＭＰＵは、そのＲＯＭに格納された制御プログラム
にしたがい、ＲＡＭをワークエリアとして用いて、本発明による処理、欠陥場所検出、未
記録領域検出、録画情報記録位置設定、ＡＶアドレス設定等を実行する。
【００２１】
ＭＰＵの実行結果のうち、ディスクドライブ３５のユーザに通知すべき内容は、ＤＶＤビ
デオレコーダの表示部４８に表示されるか、またはモニタディスプレイにＯＳＤ（オンス
クリーンディスプレイ）表示される。
【００２２】
デコーダ部６０は、ＤＶＤの所定パック構造を持つ映像情報から各パックを分離して取り
出すセパレータ６２と、パック分離やその他の信号処理実行時に使用するメモリ６３と、
セパレータ６２で分離された主映像データ（ビデオパックの内容）をデコードするＶデコ
ーダと、セパレータ６２で分離された副映像データ（副映像パックの内容）をデコードす
るＳＰデコーダと、セパレータ６２で分離されたオーディオデータ（オーディオパックの
内容）をデコードするＡデコーダによるデコーダ群６４と、Ｖデコーダから得られる主映
像データにＳＰデコーダから得られる副映像データを適宜合成し、主映像にメニュー、ハ
イライトボタン、字幕やその他の副映像を重ねて出力するビデオプロセッサ６６を備えて
いる。
【００２３】
Ａデコーダの出力をデジタル出力する場合は、インターフェース（Ｉ／Ｆ）７５を介して
外部へ出力され、アナログ出力する場合は、セレクタ７６を介してＤＡＣ７７でアナログ
変換され外部に出力される。セレクタ７６は、マイクロコンピュータブロック３０からの
セレクト信号により、ＴＶチューナ４４やＡ／Ｖ入力部４２からＡＤＣ５２を介して入力
される信号とデコーダ群６４から入力される信号の一方を選択して出力する。アナログオ
ーディオ信号は、図示しない外部コンポーネント（２チャンネル～６チャンネルのマルチ
チャンネルステレオ装置）に供給される。
【００２４】
次に本発明による録画時の処理について説明する。本発明では、「コピーフリー」のソー
スを録画した場合は、サムネイル画像データを作成し、表示時にはそれを用いて高速に表
示する。また、「一世代コピー可」のソースを録画した場合、そのサムネイルは作成（保
存）しないことで、「コピー制限違反」となることを回避する。
【００２５】
図２は４個のサムネイル（縮小）画像１～４を画面に表示した様子を示す。元の映像の画
素数を横７２０画素、縦４８０画素とした場合、縮小画像の画素数は例えば横２４０画素
、縦１６０画素とする。
【００２６】
図３はディスク上に記録されたデータの例を示す。ディスク上のデータは管理ファイル６
１と映像ファイル６２の２つの領域に分かれる。図２において、映像ファイル６２内にあ
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る１～４の箱がサムネイル１～４の元画像が格納されている領域である。６３ａ～６３ｄ
はこれらの画像を元にした縮小画像のデータを示す。また、６４ａ～６４ｄは元画像１～
４の位置を示すポインタを示す。
【００２７】
次に本発明による録画再生装置の動作について説明する。サムネイル表示機能を実現する
ためには、上記縮小画像データまたはポインタを管理ファイルに格納すれば良いが、ポイ
ンタのみを格納した場合には、映像ファイルにアクセスする必要があり、縮小画像データ
を格納した場合に比べて表示するまでに時間がかかる。
【００２８】
ところで縮小画像データは二世代目のコピーと解釈することができる。そのため、縮小画
像データの格納は問題が生じる場合がある。そこで、元画像が「コピーフリー」のソース
を録画した場合は、縮小画像データをサムネイル画像として管理ファイルに格納し、「一
世代コピー可」のソースを録画した場合は、ポインタを管理ファイルに格納する。これに
よって元画像が「コピーフリー」のソースを録画した場合は、短時間で表示が出来、「一
世代コピー可」のソースを録画した場合は、コピー制限に触れずにサムネイル機能を実現
できる。
【００２９】
図４は本発明による録画時の動作を示すフローチャートである。マイクロコンピュータブ
ロック３０（図１）はステップＳ１のように、例えばＴＶチューナ４４から入力した映像
信号をコピー制御信号と共に、例えばディスクドライブ３５を用いてＤＶＤ－ＲＡＭ１０
に録画する。このコピー制御信号は例えば垂直ブランキング期間中の信号に多重されてい
る。
【００３０】
マイクロコンピュータブロック３０は記録したデータ中に、一世代のみのコピーを許可す
る「一世代コピー可」のコピー制御信号が含まれているか判断する。（ステップＳ２）。
「コピーフリー」のソースを録画した場合、マイクロコンピュータブロック３０は図３の
ように、指定された元画像の縮小画像データをサムネイル画像として管理ファイル６１に
格納する。
【００３１】
またマイクロコンピュータブロック３０は「一世代コピー可」のソースを録画した場合、
指定された元画像の格納位置を示すポインタを管理ファイル６１に格納する。尚、このポ
インターは例えばＤＶＤ規格におけるインデックスポインターとして管理ファイル６１に
格納される。更にマイクロコンピュータブロック３０は「一世代コピー可」のソースを録
画したことを示すコピー制御情報６５を管理ファイル６１に格納し、録画した当該ソース
について縮小画像が後に作成されることを防止する。
【００３２】
これによって「コピーフリー」のソースを録画した場合は、短時間で表示が出来、「一世
代コピー可」のソースを録画した場合は、コピー制限に触れずにサムネイル機能を実現で
きる。
【００３３】
なお、「コピーフリー」のソースを録画した場合でも、ポインタを管理ファイルに格納す
ることに問題はない。更にステップＳ４のようにポインタを格納した場合、一世代のみコ
ピーが許可されている映像に対して、縮小画像は格納しないということを画面に表示して
もよい。
【００３４】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、「コピーフリー」のソースを録画した場合は、短時
間で縮小画像を表示でき、「一世代コピー可」のソースを録画した場合は、コピー制限に
触れずにサムネイル機能を実現できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明が適用される録画再生装置の構成を示すブロック図。
【図２】４個のサムネイル画像１～４を画面に表示した様子を示す。
【図３】ディスク上に記録されたデータの例を示す。
【図４】本発明による録画時の動作を示すフローチャート
【符号の説明】
３０…マイクロコンピュータブロック、３５…ディスクドライブ、３６…データプロセッ
サ、３７…一時記憶部、３８…システムタイムクロック、４２…Ａ／Ｖ入力部、４４…Ｔ
Ｖチューナ、５０…エンコーダ部、６０…デコーダ部、６１…管理ファイル、６２…映像
ファイル、６３…縮小画像データ、６４…サムネイル画像へのポインター、６５…コピー
制御情報。

【図１】 【図２】

【図３】
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